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幡東都市計画公園の変更（高知県知事決定）

都市計画公園中９・５・２号土佐西南大規模公園を次のように変更する。

（佐賀地区）

「区域は計画図表示のとおり」

理由：別添理由書のとおり

種別
名 称
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広

域
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園

９・５・２ 土
佐
西
南
大
規
模
公
園

黒潮町 約 31.3ha 園路及び広場

修景施設

休養施設

遊戯施設

教養施設

便益施設

管理施設

その他の各施

設

佐賀 字長田、字ソヲヂ、字長畝、字城山、
字正月坂、字雨神子及び字大ダバの各
一部



幡東都市計画公園の変更
（県決定）

理 由

土佐西南大規模公園は、高知市と足摺岬のほぼ中間に位置しており、広域の総合的なレク
リエーション需要に対応するため、昭和４７年４月に旧中村市（現四万十市）、旧佐賀町（現
黒潮町）、旧大方町（現黒潮町）にわたる３地区で都市計画決定を行った。
都市計画決定後は、順次、県が公園の整備を進めており、現在では、各地区に特徴ある施
設を整備し、幡多地域を中心としたレクリエーション拠点として利用されている。
しかしながら、３地区の公園の整備は、社会経済情勢の変化や厳しい財政状況により、長
期未整備の区域も存在し、３地区の総面積の約８割が未開設となっている。
一方で、幡多地域においても、未整備の公園施設と類似機能を有する施設が整備されてお
り、本公園で計画していた施設の代替機能は確保されている状況である。
また、昭和４７年当時約７９万人だった県人口は、令和２年度には約６９万人に減少し、
今後も更なる減少が予測されていることから、公園需要も人口減少に応じた減少が想定さ
れる。
これら社会経済情勢の変化や将来的な人口減少の予測、未供用区域における施設の必要
性の評価結果を踏まえ、公園事業の適正化を図るため、９・６・２号土佐西南大規模公園の
一部区域を除外することとし、公園区域の都市計画を変更するものである。
更に、この公園区域の変更に伴い、公園区域の面積が減となることから、名称について、
９・５・２号土佐西南大規模公園に変更する。








